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1830年代フランス綿工業における

工場体制と産業構造

(515) 71 

清水克洋

はじめに

1830年代フランスにおL、て， I労働者の貧困」として社会意識にのぼるとと

になったのは，何より主主ず労働者の牛活規律の欠如の問題であった。 ζれは，

小農民を典型とする小生産者の生活様式が，大きな混乱を伴いながら，根本的

転換をとげつつあったこと，すなわち，かれらの都市工業労働者化が急速に進

行しつつあり重大な社会現象となっていたことを反映している。労働者の貧困

は，さらに，資本家と労働者の非人間的関係としても問題にされた。すなわち，

かつての農民の家父長を指導者とする家族労働や，工業小生産者の親方・職人

的な労働のあり方に見られる人間関係が，工場制度の下では，労働者と資本家

との全く非人間的な関係に転化しているという認識である。 1830年代フランス

における労働者の貧困問題は，一般的には，古い小生産者的な労働，人間関係

が解体し，新Lい機械制大工業にもとづく工場体制が確立しつつあったことを

示唆するものであった。

さらに，この労働者の貧困の社会問題化は，当時の工場体制]の発展段階と，

その発展方向をも反映し亡L、たのである。何故ならば，綿工業における児童，

婦人労働者の惨状と，手織工の窮乏，および，その解決策としての児童労働制

限法，職人手帳制度改善法の提起，これが，労働者の貧困の社会問題化の一つ

の重要な内要をなしておれしかも，当時，工場体制が最も発展していたのは，

この綿工業においてであったと考えられるからである九
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本稿の課題は， 183口年代フランスにおいて社会問題化した労働者の貧困と，

その解決策が示唆するフランス産業革命の発展段階を，工場体制に焦点、をあて，

とくに綿工業を中心に検討することにある。

これまでのフランス産業章命論は，工場体制の発展段階を明らかにするうえ

で，貴重な成果をあげているといってよい刊 しかしながら，それは，おもに

機械，およびその体系の発展に着目したものであり，資本と賃労働が作り出す

工場体制の全体像は十分に解明されてL、るとは言えない。これは，資料上の制

約じもよるが，やはり，研究方法そのものに問題があると言わざるをえない。

われわれは，労働者の労働に対する資本の専制的指揮権が如何に貫徹されるの

か，とL、う点に基本的な視角をおき，フランス綿工業における工場体制の発展

を跡づ什ょうとするものである"。

以上の問題全検討するうえでの基礎資料正して，前稿ωにひ害つつし、てとこ

でもヴィレノレメによる繊維労働者の状態についての調査報告"を利用する。き

らに，当時の綿工業の発展段階を明らかlこするために副次的な資料として，フ

ヲンスで最初の本格的工業統計である Statistiquede la France， l"e serie， 

4e partie， lndustn'e， Paris， 1847-1852， 4 vol.および， 綿製品の輸入自由化

をめぐる 1834年アンケート Enqueterelative a diverses prohibiuons etablies 

a l'entree des produits etrangers， 3 vo1.， Paris， 1835. を用し、る。

I 綿紡績業における工場体制の発展

1830年代フランスにおレて，児童，婦人労働者の惨状が人々の注目を集め，

1) J;(上の点に九、ては，拙稿，産業革命期ソヲンメにおける労依捕の貧困問晦ーーヴィレノレメ調
査報告の樟訂を中心に 「経済論叢」第 127巷，第2.3号，昭和田年2・3月，参照ω

2) Cf. Ch. Ballot， L'introduction du machinisme dans l'uuiustn-e fr.申 zcais，1923. R. Levy， 
Histori四 economiquede !'industrie contonniere en Alsace， 1912. Cl. Fohlen， Une 
affaire企 famt'lleau XIX-siecle， Mequillet-Noblot et C'.， 1955. L'industrie t町 tileau 
''''η~ps du Second Empire， 1956 服部春彦「フランス産業草命論J19曲年，参照Q

3) 前出拙稿，参照。
4) 同上。
5) M. Villerme， Table.叫 de['etatρhysi明 eetηwra1 des ouvn削削〆'oyesdans _les 

刑 anufactun!sde cot.印¥l， de laine et de s出 :e，2vol.， 18~O 
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解決されるべき社会問題となった。また，その際，この現象は産業革命の先頭

を切った綿工業， とりわけ綿紡績業において顕著であるとされた630 これは，

19世紀初頭から中棄にかけて綿紡績工場が急速に発展したことを示唆するもの

である。

綿紡績は， 18世紀末フランスでは，周知のように，手紡車中，ジェニー紡績

機を使って，おもに農家の小作業場で営まれており， したがって未だに小生産

が支配的であったわ。 ところが， 19世紀に入るや，イギリスから導入されたウ

ォーター・フレーム機， ミュール・ジェニ←機が普及し，工場制生産が確立す

る乙とになったah この時期の紡績工場の体制については断片的なことが明ら

かになっているだけである。機械体系に関しては， 18世紀末に，イギロスから，

ア クヲイト型のウォーター・フレーム機が導入された際に，様綿機 2種，練

条機，粗紡機，紡績機各 l種，および伝導装置付きの水車が含まれていたとさ

れているヘ紡績機のうち大多数を占めたミュール・ジェニ一機の場合には，

この紡績機そのものへの原動機の使用が困難であったことを考慮しても，統綿

機を中心とする準備工程はほぼ同様であった。この機械体系を基礎に， ミュー

第 1表 1806年セイヌ・ァ γ フェリ品ウル県における綿紡績工場

工場数 |総生産量〔比率〕ド場あたり紡錘数藷あたり労働

大紡績工場|

小紡績工場 1

23 

50日以上

ホ印はルーアン郡のみの数値

24.8% 3，1∞錘

75.2% . 可2C錘〈岨時重) I 
187.2人

(26.9人〕

服部，前掲書. 125買よし

( )は小紡績工場の教を 500として筆者が試算したもの。

6) Cf. Ibid.， t. I1， pp. 21， 90 

7) Cf. Ballot，。ρ cit.，p. 64. Levy， op. cit.， pp. 85， 140-141 服部，前均書， 123買， 205:l'i:， 

審問し注Hすべきことに， 部にはジェエー機を10台前後集中する小作業場が形成さ札，その場

合には肺柑1機も道入さ札ていた。ジェユー機10台に対して楠綿機 1台， 12台に対して 2台が組み

合わされている例が存在した。 Cf.Ballot， 0ρ cit.， p. 53 

8) 服部氏は，この段階では，工場制度の確立とは言えないとされる。しかし，初歩的な段階であ

るとは言え，この時期には機械γ体系性を持っており，それに基づいて労働力が編成されていた

のである。したがって， これを単なる道具e，その檀用に熟練した労働者からなる「マニュプア

クチュア」と呼ぶことはできない。服部，前掲書，参照。
9) Cf. Ballot， op. cit.， p. 80 
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ノレ紡績の場合生産は次のように行われたと言われる附。準備工程のうち，開綿，

および打綿の一部は手作業に依存L.打綿の残りの部分と硫綿には，水力また

は畜力を原動力とする機械が使用された。紡績工程は成人男子紡績工の筋力と

熟練に依存していた。

以上の点をふまえて，第 I表を検討すれば，数のうえでも，生産量でも，支

配的であったりは， ミ斗ーノレ紡績機 2~3 台を中心に，し、くつかの準備機械を

備え，紡錘数300，-500錘，労働者20~30人程度の， しかも，未だに多くを労働

者の熟練や筋力に依存する小工場であった。これが， 19世紀初頭に成立した典

型的な紡績工場の姿である。そこでの労働者相互の関係，工場主と労働者との

関係を直接明らかにするものはなし、。とこではa 極めて低い段階においてであ

るとはいえ，この小紡績工場に実現された機械の体系と労働力編成，それにも

とつく工場体制こそ，それまでの農村の作業場に分散した小生産を急速に駆逐

L，工場への生産の集中を実現したものであることを確認しておこう。

第2表 19世紀中葉セイヌ・ア γ フェリュウル県における工場あたり労働者数

労働者数 ~50人 ~100人 ~2日0人 "，200人以上

工 場 数 50 74 32 5 

労働者数(%) 13.-7% 40.3% 30.5% 15.5% 

Statisti，伊a de la France， op. cit" t. III， pp. 26-33. 

19世紀初頭から中葉にかけての綿紡績業の発展は急速であった。第 2表は，

セイヌ・ァ γフヱリュウル県で労働者数 50~100 人司工場が支配的となってい

ることを示す。工場あたり平均労働者数は 81.4人である。また，別の資料は，

第3表 19世紀初頭における紡釦数日I工場分布

五示~理杢I~l畑 I ~5，O∞ I ~10，OOO I日 畑以上|備 考

1 8 0 6 85 1 103 1 9 1 3 1 Eure県を除く
1808 '8312凹 25 1 12 1 ~~，~e 県 Meuse 県

| ---1 --1 を除〈

Ballot， o.ρ白 cit.，p. 130 

10) CL Levy，。ρ cit.，p. 141 本稿では，分析の対象をミー ル ジェユ機工場に限定する.
資料トの制0*うと左もに，ミー ルージェニ 機丁場が生産のIE倒的部分を占めていたからである.
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第4衰 19世紀中葉における紡錘別工場分布

一一一段竺土I~1州~酬 1 ~10，0∞ 1 ~20，O∞ I~岨，mlr哩
|工場数 313114181313

オ・ラン県1::;: :" ~~_， I _ ~_， I .，，_， I ̂"'_， I n~n_' I 
|紡錘数 0.0%I 1.8% I 16.1% I 27.4% 1 25.9% I 28.5% 

ノ ノレ県|工場数 23.1
18

1 10 1=.1  
m|紡錘数 1 22.4% 1 34.3% 1 37.7% 1 5.6% 1 

晶'atistU]l“品 1a.France， op. cit.， 't. I， pp. 2日-23，13ι137 

1847年に，この県での工場あたり平均労働者数59，5人，平均紡錘数4，395錘を与

えているH)。第 3表，第4表の比較は，工場あたり紡錘数の顕著な増大を示し

ている。とくに，オ・ラン県では， 10，000錘以上の工場が紡錘数の大半乞

20，000錘以上の工場がその過半を占めているのが注目される。同時期における

オ・ラン県，ノ ノレ県の工場あたり労働者数はそれぞれ290人， 119人である。

さらに，第 5表からは， 19世紀初頭にはごくまれであった水力や蒸気力の使用

第 5衰 19世中葉における使用動力別綿紡績工場数

l 水刀工場 |蒸気力工場 |併用工場 | 他，不明

ノ ー ノ レ 県

オ・ラ γ 県
セイヌ・アンフェリュウ

と里
Ibid.， t. 1， PP. 20-23， 13ι137， t. III. pp. 26-33 

2

0

0

 

5

1

3

 

6 

が急速に普及し，少数の例外を除けば主要3県では全ての工場が水力または蒸

気力を備えているのを確認することができるo

ζ うして，さきに示した19世紀初項目工場と比べるならば，中葉には，労働

者数は品な〈とも 2倍以上，紡錘数は10倍近くになっているのを見てとること

ができる。これらの指標は，工場体制そのものの内的な発展を予測させる。

綿紡績業における労働生産力の発展を示す指標をとりあげよう。第百表，第

7表，第8表は試算にすぎず，厳密な数値としてとりあっかうわけにはいかな

し、が傾向だけは読みとることができる n すなわち， 19世紀初頭から中葉にかけ

11) 服部，前掲書， 120頁，幸四回
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第8表ォ・ラン県におけ

る労働者あたり紡錘数

年次|紡錘数

1786 1 1815 4.5 1812 5.2 
1806 20 1835 10.65 1828 7.9 
1828 45 1845 15.0 1834 11.3 
1844 49 

Ibid.， p・83. 1844 12.9 

Levy，oρ cit.， p. 144. Ihi・'d.， p. 89 
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皇官8褒 セイヌ・アンプヱり 1 ウノレ県における労働生産力の発展

年次 紡鐸数/労働者 綿糸(kg)j紡錘 綿糸(kg)1労働者

1808 26.1 5.8 152 

1816 30.3 5.4 166 

1834 13.4 

1847 73.8 15.6 1，151 

H匝由L前掲書， 116頁より。

て労働者あたり品，~.糸生産量が飛躍的に増大するが，それは，労働者あたり紡錘

数が 2倍以上に増大しただけではなく，紡錘あたり綿糸生産量もまた 2倍以上

に増大したことによるということであるo

労働者あたり紡錘数を増大させるには二つの方法がある。 つは，紡績機を

大型化L，直接的に紡績工あたり紡錘数を増大させることである。かま一つは，

準備工程を改良し，労働者数を相対的に減少させることである。第9表は，紡

第9表 19世紀中葉における紡績機あたり紡錘数別工場分布

紡績機あたり紡錘数| "，200 ~250 ~3口口 ，-....350 以 上

2 13 26 3 

ノー/レ県 4 42 4 。 1 

牟 1工場は不明 Statistique de la France， ot. cit.， t. 1， pp; 20.-23， 136-137 

績機そのものの大型化を示す。 19世紀初頭には， 206錘の紡績機が最新鋭であ

り， 120， 160， 190錘のものも使用されていたのに対して， 中棄になると，と

〈に，オ・ラン県では300鐘以上の紡績機が支配的となり， 400錘を超えるもの
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も登場するのである山。 ζの紡績機の大型化は部分的にではあるが原動力を紡

績機に使用することによって実現された。また次の叙述が示すように，この時

期には，打綿機が改良され，準備工程の機械化を大きく促進した。 I打綿機の

発明とその綿工業への適用は，労働者には大きな思恵を，工場主には多大な節

約をもたらした。というのは，それは大部分の紡績工場において非常に数の多

かった子の掃除をなくし，打綿に使用されている労働者数を大いに減らすこと

を可能にしたからである。Jlll)ζ れらの機械体系白発展を間接的に不している

のが，さきに見た原動力としての水力，蒸気カの使用の普及なのである。

以上のような機械体系の発展を典型的に示す事:例として， ヴォージ品県のー

工場にかんする資料をあげることができる'"。この工場は，労働者数が不明で

第10衰 ゲォージ L 県のー紡績工場における機械体系四発展

a)， 1819年購入時における機械体系 b)， 1830年代までの発展

機種|台 数王竺J事 項

開 綿 機 1 1820 打綿機の導入

荒械綿機 8 1822 1，200鍾追加

仕 上杭綿機 12 1834 蒸気機関導入

練 条 機 6 練条機，練紡機(各

粗 紡 機

231 1III 1 2423 (t(〈(各各各各各 2211 99921 62264鍾錘錘錘鍾il計 4，564 錘

数台)，琉綿機(1台)，

精 紡 機 他の準備機械 (4台)

の追加

原 動 機| 馬 4頭による回転装置 1台 a)， b)，とも Fohl回 ，Une affaire， 

〈購入時から水力の使用3
op. cit.. pp. 45， 121 

はあるが，紡錘数約 5，000錘という点から， 当時の中位の工場の姿を示すと考

えられる。第四表は1819年に工場施設がパリから購入された際の機械の体系と，

それ以降の発展を示したものである。 1820年の打綿機の導入は工場施設の一部

拡張を伴うものであり，準備工程の改良をもたらしただけではなし紡績工程

12) Cf. Ballot，。ρ cit.，p. 125. 1834年アンケ トでは，アルザスで平均 366鍾と言われている.
Cf. Eηquete (1834)， op. cit.， pp. 348， 614 

13) Villerme， op. cit.， t. II， p. 213. 
14) Cf. Cl. Fohlen. Une affiωγ"，ゆ.cu 
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での紡錘数の増加に結果した。 1834年の蒸気機関の導入は，当初は水力の不足

を補うことを目的とするものであったが，結果的には種々の準備機械の採用，

したがって準備工程の大幅な改善につながった。

第11衰

職

1831年ルーアン市近郊，蒸気力工場における労働力編成

| 怯 年 齢 別
年間収入

|成人男子|婦 人l少年児享| fr c 

火 夫 I 1 I 1，025 36 

準備工程

打 H市 工 2 180 60 

開 綿 工 1 201 28 

杭 綿 工 (1) 5 145 28 

棟 出品 工(司 4 251 96 

練 条 工 2 264 52 

硫櫛掃除工 2 454 

疏 綿 監 替 1 1，015 28 

線 紡 工 2 251 96 

ノノ 1 2日O

ノノ 1 152 

紡績士程

紡演工 (120鍾〕 2 785 56 

来つなぎ工 2 260 

紡績工(66錘〉 1 614 12 

糸つなぎ工 1 128 

紡績工(216~240錘) 14 660 16 

若糸糸年(つつ13婦2Zなt~人1間4ぎぎD紡錘工工工〉
14 156 

18 348 

9 104 

倉 庫 係 1 604 

1 354 

紹 * 工 14 252 

門 香 1 252 

叫|幻 I 39 I 
Villennムot.ロit.，t. !， p. 154 
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当時の工場体制を明らかにするために，いま一つの資料としてずィレノレメの

調査報告が提供する労働力編成にかんするモデル工場とも言うべき第11表をか

かげる。この工場は紡錘総数 5，812鍾，労働者数100人であり，当時の平均的な

工場規模であるお〉。これまでの機械体系にかんする検討をふまえて ζ の表を見

ると，まず，開綿，打綿，硫綿，および粗紡が行われる準備工程における婦人，

少年，児童の比重の高さが目につく。準備工程21人中，実に18人を占めるので

ある。その年間収入の低さは，かれらの工場内での地位を反映したものであろ

う。第二に，乙れに対応する硫綿監督の存在 Eある。かれの労働内容は不明だ

が，他の成人男子労働者と比較しても際立つて高， '賃金は，かれが特別な種類

の労働者であることを暗示している。つまり，資本の指揮権に服従しながら，

その指揮機能。 部を代行する産業下士官としてり役割である。以上の二点、は，

さきに見た準備工程の機械化の進展が，成人男子労働者の婦人，児童による完

全なお舎か士を結果するとともに，かれらに対して，特別な種類の労働者によ

る監督が行われるにまで至っていることを示している。社会問題化した労働者

の貧困の経済学的な内容の一つがここに示されるのである。

二つの工場の例が示すいま一つの特徴点は，準備工程において機械体系や労

働力編成の発展が急速であるのに対して，紡績工程は，紡績機あたり紡錘数の

増大以外に大きな変化が見られず，しかも，それが紡績機の，したがって労働

のあり方の質的変化をもたらすものではなかったことである。紡績機の大型化，

原動力の部分的利用にもかかわらず，紡績工程が基本的には紡績工の筋力と熟

練に依存するという事態は変化していないのである。準備工程の発展を質的な

ものと言うならば，紡績工程のそれは量的なものでしかなかったのである。

以上の点をふまえて，最初の労働生産刀発展を示す指標に立ち帰ると，次の

ような問題が生じてくる。すなわち，準備工程の改良や，紡績機の大型化によ

る労働者あたり紡錘数の増大が，労働者あたり生産量の増大をもたらしたこと

15) ヴィ νノレメは，セイヌ・アンフェリュウル県では「平均すると，ー工場あたり， 75人の労働者
と3，572個の肪錘である」と言.;0 Villeroe. Qt. cit.， t. 1， p. 136 
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は明らかであるが，それ以上に，紡錘あたり生産量が増大したのは何によって

であるのか， というのがそれである。別の表現をすれば，紡績工にとって，担

当する紡錘数が増大しながらも，労働過程の根本的変革なしに，そり紡錘あた

り生産量の飛躍的増大はいかにして可能となったのか，ということである。そ

れは，結局のところ，労働者により多くの労働を行わせることに帰着する。実

は，準備工程の改良も，監告の強化に見られるように，単に製品あたり労働量

を減少させることだけではなく，労働者からより多〈の労働を引き出すιとを

意味してし、たりである。紡錘あたり生産量り増大は，紡績工程では機械体系と

労働力編成の変化が少いがゆえに，この労働強化をより直接的に示すのである。

との点について紡績資本家自身が， 1834年アンケートで，次のような興味深

い証言を行っている。まず，イギリスに対する生産力の低きが指摘きれる。

「われわれの工場では，一人の優れた労働者は一人の糸つなぎ工とともに 400

紡錘の機械を動かす。幾人かは二人の糸つなぎ工とともに 800錘を動かすが，

これができるのはごく一部の労働者だけである。ー イギリスの優れた紡績工

はーー700~800 錘を動かすのである。」その結果，フランスの紡績工が，400 紡

錘の機械で 3%3 番手の糸を 1 日 11~12 kg生産する。」のに対して，イギリス

では 1700~800錘で30~33 kg生産することになる。」山これを，マンチェスタ

第12表英，仏綿紡績工場の生産性比較 ーとミュルーズの

i開錘数工あたり薪|薪産績高工あたり生 工場とを比較した

400 別な証言とともに

イギリノ、 7001""-'800 30........，33 整理すると第12表

366 90kgj週 のようになる。こ
イギリス 62日 125 

Enquete (1834)， op. cit.， pp. 484， 614 
の証言は，当時の

フラ :/A綿紡績資

本家が，労働者あたり紡錘数を，そ Lて労働者あたり生産高を増加させるため

に，大きな努力をはらっていたことを明瞭に示すものである。

16) EnqUete (1834). ot. cit.. P. 484 
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より興味深いのは，次の証言である。 r監督の強化や命令の徹底，金銭上の

報酬による刺戟，その他のあらゆる努力にもかかわらず，われわれは熟練の足

りない労働者をより優秀な労働者に変えきれていないのである。J17) この証言

は，労働者の熟練を高め，かれらからより多くの労働を引き出そうとする資本

家の努力をほうふつとさせるものである。紡績工あたり紡錘数を増大きせなが

ら，しかも紡錘あたり生産量をも飛躍的に増大させるという 19世紀初頭から中

葉にかけての綿紡績業の生産力発展を可能にしたものが，ここに示され毛ので

ある。すなわち，準備工程において確認することのできた資本による労働者に

対する専制的指揮権の貫徹が，表曲的には大きな変化がなかったように見える

紡績工程においても実現されてし、たのである。

1830年代フランスにおける労働者の貧困の社会問題化が持つ一つの重大な意

味は，産業革命の進展に伴う，この労働者を犠牲にした生産力の発展，資本家

の下への労働者の服従の強化にほかならずs その最も典型的な現れとしての児

童.婦人労働者の惨状が当時の人々の注目を集めることになったのであるo

II 綿紡績業における工場体制の矛盾

綿紡績工場において，紡績工程は，その生産上の位置から見ても，労働者数

から見ても，最も重要な工程である。既に， 19世紀初頭から中棄にかけてs 紡

績工あたり紡錘数が増大しながら，紡錘あたり生産量もまた急速な伸びを示し

たことを見た。それにもかかわらず，この工程では生産方法の根本的変化は見

られず.未だに紡績工の熟練に依存Lていたのである。したがって，紡錘あた

り生産量の増大は，そのまま，紡績工程において労働者によってなされる労働

量の増大を意味していた。紡績工程における労働のどのようなあり方がこれを

可能にしたのであろうか。この問題の検討は，当時の紡績工場の全体像の解明

にとって不可欠である。

さらに，児童労働制限法の意味を明らかにするうえでも，この問題は是非と

17) Cf. Ib剖， p. 486. 
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も解明されなければならない。というのは，この法律が主な対象としたのは，

紡績工程における児童だったからである1へさきの第11表をいま一度見てみよ

うC 紡績工場における少年，児童労働者の大多数， .39人中26人，つまり%は紡

績工の助手として使用されていたのであり， ヴィレノレメによって児童労働の惨

状と Lて取りあげられたのは，と〈にかれらの姿だったのである。

このように，紡績工程における労働，労働者のあり方の解明は極めて重大な

課題であり，ある程度の成果は生み出されているが十分であるとは言えない。

この点でヴィレルメの調査報告は貴重な資料を提供しており，ぞれを中心に検

討を加える。まず，紡績工とその児童助手につレて次回ように述べられる。

「紡績工は，出来高て働いており，かれが製造する糸の品質に責任を負ってい

るので，かれ自身が助手を選ぴ， その賃金を支払ヮたのである。J19) これは，

紡績工場で働く多くの児童が工場主によって雇用されていたのではな<.直接

的には紡績工が，その出来高賃金の一部を害ij，、て自らの助手を雇用していたこ

とを示す極めて興味深い叙述である加。いま一つ注目すべきことは，紡績工が，

工場に集中された労働者であるにもかかわらず，あたかも賃加工を行う独立の

生産者であるかのように描かれ，その限りでかれらが自らり児童助手を雇用す

るのは全く当然であると考えられていることである o これは，当時の王場体制

の発展段階，資本・賃労働関係のあり方を考えるうえで極めて示唆するところ

の大きい事柄である。その考察は後に譲って，ここでは，紡績工程が紡績工の

熟練に依存するだけではなしいわば二重雇用関係とも言うべき関係を内包し

ていたことを確認しておこう。

紡績工とその児童助手の関係は単なる雇用関係ではなかった。通常は一人の

紡績工が一人の助手を雇用したと言われるが，かれらは親子である場合も多か

18) Cf. E. Levasseur， HistOl同 desclass出 m叩内erset de l' indust門~ en F.同沼田品 1789
a 1870. 2. f'd. ]9()4. p. 13(J 

19) Villerme， ot. ci九 t.!， p. 5 
20) イギリ'̂ については， ζ の紡績工と児童助手の雇用関需が指摘されている固戸塚秀雄「イギリ

ス工場法成立史論J1966年，吉岡昭彦，イギリス産業草命と質芳働，高橋幸八郎編「産業革命。
研究」昭和40年，害照。
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った。 i工場で，がれらの父親，または母親とともに雇用されてL、るものは，

年少労働者の泌ないし泌を構成し，通常の比率はy，である。しかし，かれらで

さえも，全てが両親の糸つなぎ士，または助手というわけではない。J2D この

叙述は，一般的に言って当時の工場において親子が共に雇用される比率が比較

的高かったことを示している。かれらがどのような形式で雇用されていたのか

は必ずしも明 bかではないが，紡績工とその助手の場合には，さきの引用と結

ひーつけて考えるならば，父親である紡績工が子供の賃金をも含めて，一括して

支払われるということになる。したがって，この場合は，二重雇用というより

もむしろ，親子丸がかえ的な雇用が行われていたと見なせるのである。小農民

に典型的に見られる労働のあり均，家父長を指導者乙する家族労働が解体しな

がらも，完全に個々の成員に分離して Lまうことなし親子が コの単位で雇

用される場合が存在したりである。したがって，小農民的な労働のあり方がそ

のままの形ではないにしろ工場の中に持ち込まれ，残存Lていたことが見てと

れるのである。

第二に，紡績工k児童助手の聞には徒弟制的関係が存在したn 少し長〈なる

が次の叙述がそれをあざやかに示してい畠。 iルーアンの紡績工場において野

蛮な習慣が存在している。裁判所は，多くの労働者がかれの徒弟糸つなぎ工を

なぐる権限を与えられていると信じていることによるひどい過ちを罰さねばな

らないのである。Ji児童をなぐるのは労働者であって，そこには申し分のなレ

道徳性を身につけた人もいる。かれらにとっては，以前かれらがなくられたの

であるから，かれらが仕込まれたように若い助手を仕込むことは当前で，全

〈自然なことのように思えるのである oJ22) I徒弟糸つなぎ工 lesapprentis 

rattacheurs Jという言葉もさることながら，この叙述全体から，熟練工たる紡

績工がその児童助手に対してギルド制下に見られるような徒弟制的訓練牛教育

を行っていることがありありと浮び上ってくる。し7ニがって，ここにも，別な

21) Villerme， o.ム cit.，t. II， p. 112 
22) I&id.， l. 11， pp. 116-117 
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意味での古い労働のあり方と，そこに形成される労働習慣が工場の中に持ち込

まれているのを見てとることができる。

以上の点弘紡績工と児童助手の関係だけではなく，資本・賃労働関係とし

て総括すると次の三点にまとめることができる。まず第一に，工場主ー←労働

者という単純な雇用関係ではなかったことである。熟練士たる紡績工の助手は，

工場主によってではなく，紡績工自身の権限で雇用されたのであり，かれらが

親子の場合には，親子丸がかえ的雇用と見なせることである。第一に，労働の

あり方から見c，紡績工は資本に対して，半ば目立的な地位を保っていたζ と

であるo かれらは工場に雇用される労働者でありながら，熟練工として出来高

賃金で働くとともに，児童助手の雇用や教育の権限を持っていた点で，あたか

も，当時広範に存在した賃加工を行う手織工の土うな地位を占めていたのであ

る。第三に，以上のことを前提すれば当然のニとではあるが，小農民やギルド

制下の職人に見られた労働のあり方，労働習慣が，そのままの形ではないにし

ろ，工場の中に持ち込まれていたことである加出。したがって， 1830年代フラ

ンスにおいて，工場体制が最も発展していたと考えられる綿紡績工場において

さえも，労働者に対する資本の指揮権は，とりわけ紡績工程において大きな制

約を受けていたと言えるのである。ヴィレノレメの次の叙述は，当時の紡績工場

における労働のあり方を総括的に示すものである。 I工場規律は時間賃金労働

者にかれらの労働時聞を自由に増減することを許さず，かれら全てが労働を同

時に始め，同時に終えることを強制する。」にもかかわらず， I出来高賃金労働

者は通常好きなときに休むことができ，またかれらが望むならば三日間ないし

四日間働きづめて，その週の残りを遊びほうけることができる。」加既に見た

23) ゲイレルメは，かつ工存仕した農民や.小生産者の生菅規律を労働者が喪失していることが貧
困の原因であるとしたが，皮肉にも.ここでは，農民や，小生産者の労働のあり方，労働習慣が
工場のうちに持ち込まれ，それが工場体制の発展にとって重大な障害に転化しつつあり，その除
去乙そが問題になっτいるのである.

24) わが国においては，西欧資本主義の場合. i古理的Ji近代的」な経営が作り出されるとす石
方'.ととに阻，それ左真向から反する事実が明らかになる.すなわち，雇用ー・桂弟関係が工場内
に残存しているだけではなしそれが資本によって積極は利用されたことである固

25) Villerme. op. cit.， t. II， p. 66 
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ように，準備工程におUては機械体系が大きく発展L，機械の運動に労働者が

従属させられ資本の指揮機能の一部を代行する労働者によってこの過程が監督

されるという全く新しい労働のあり方が確立していた。時間賃金労働者にかん

する叙述は，この点を強〈支持するものである。これに対して，出来高賃金労

働者についての叙述は，紡績工程において，資本の指揮権が多数の児童に対し

て直接及んでいないだけではなく，紡績工が熟練を基礎にしながら，労働その

ものにかんして，半ば自立的地位を保っているという，これまでの分析を裏つ

』するのである。

以上， 1830年代における綿紡績業の工場体制の発展を検討Lた。さきに見た

19世紀初頭からの綿紡績業の発展は，この体制によって担われていたDである。

しかしながら，紡績工程において明らかになった古い労働のあり方正，そわに

基づ〈労働習慣の工場への持ち込みは，それ以上の生産力発展にとって一つの

重大な障害に転化することになった。アルザスを中心とする綿紡績資本家自身

が児童労働の惨状を指摘し，その改善を提起することの背景はここにあったo

具体的には以下のことである。イギリスでは， 1833年工場法によって児童労

働の制限が実施された聞が，それはりレー制度をもたらすことになった。児童

労働の制限は紡績工の児童助手に対する権限の制限を意味Lていた。というの

は， リレー制度は全児童のグループ分けを必要とし，全面的にではないに Lろ

児童の労働を資本家が掌握することを前提にしていたからである。さらに，こ

れと結びつけられた普通教育は，それまでの紡績工による徒弟制的訓練，教育

の否定に他ならない。したがって，フランスにおいて提起された児童労働制限

法は，イギリスの実例にならって，紡績工程におけるこれまでの労働のあり h

を変革し，児童に対する資本り直接的な指揮権をもたらすとともに，半ば自立

的な地位にあった紡績工を資本により従属させようとするもりであった。

さらに，技術的な観点から見ると， 1825年にイギリスで自動 ε4ール紡績機

が実用化され，既に1830年代半ばにはフラ Y スに紹介されていた町ことが注目

26) イギリスにおける1833年法については戸現前掲書z 吉岡z 前掲論文，参照。
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される。この自動ミュール紡績機は機械あたり紡錘数を一挙に増大させるとと

もに，熟練を大いに軽減す与ものと考えられ，事実そうであった。フランスで

は1850年代から，それまでのミューノレ紡績機にとって代って急速に普及するこ

とになるのである伺〉。したがって，紡績工の半ば自立的な地位を奪うための物

的条件も徐々に準備されていたと言える。紡績資本家は，これらの現実をふま

え，紡績工程を「合理化」するテコとして，児草労働制限法を提起したりであ

る。 1830年代における労働者の貧困， とりわけ児童労働の惨状が社会問題化す

ることの第二の意味がここに示きれるのであ石。

111 綿織物業の再編成

1自:10年代フランスにおいて労働者の賛同が社会問題牝し介際に，鬼童，婦人

労働者の惨状と並んで，人々の注目を集めたのは，手織工の貧困であった。こ

こでは，綿織物業における工場体悼の確立を明らかにするとともに，手織工の

貧困を手がかりに，当時の問屋制家内工業の構造を検討する。

19世紀初頭には，問屋制家内工業を中核としながら，手織布が綿織物業全体

を支配していたが， 182日年代中頃かbの力織機の登場が，白地綿布部門に機械

制織布工場の確立をもたらすことになる。この工場体制確立の過程において興

味深いのは，手織機数台から数十台を備えた過渡形態としての農村集中作業場

の存在である。当時の資料に基づいて，この農村集中作業場の存在を指摘し，

その実態を明かにしたフォーラ:/CL FohlenやレヴィR.Levy によれば，

それは織元資本が品質管理を強化しようとして採用したものであった加。そこ

では，織機，作業場とも資本家の所有になっていたと言われ，ぞれまでの問屋

制下の賃加工のあり方は根本的に変化していた。したがって，この農村作業場

は機械が手織機であり，また準備工程が織布工程に結合されていなかったとは

'27) Cf. Levas回 ur，op. cit.. p. 177 

28) Cf. Fohlen， L'削dustriete.rtile， op. cit 

29) Cf. Fohlen， Ul1e aff'aJ開 ，0ρ cit.，pp. 31-33. Levy， o.ム cit.，pp. 156-160 服剖L前掲書，
自 2頁.....，238頁，参開。
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いえ，近代的な工場制度に極めて近いものであった。

しかしながら，農村作業場を近代的な工場と区別する決定的な点があった。

それは，この作業場が， その所有者， または問屋に雇用された contremaitre 

と呼ばれる監督によって管理されたにもかかわらず，作業場規則 (reglement

d'ateliers)が欠如していたことである。例えば，作業の開始，終了が全く不明

瞭であり，労働者の判断にまかされていた。また，労働者は強〈農業と結びつ

いており，農繁期には多〈の織機が止ったと言われるo これらの諸点が示すの

は，織布労働が未だに自立性の極めて強い個々の織布工の自由裁量に委ねられ

ている状態であり，賃加工を行う家内手織工に見られる労働のあり方が，ほと

んどそのままこの作業場に持ち込まれていることである。農村の集中作業場は，

問屋制家内工業F近代的な工場制度のまさに過渡形態そのものであった。

この過渡状態を打ち破り，言葉の真の意味での工場体制を確立せしめたのが

力織機であった。力織織を備える織布工程に，以前から問屋の作業場に集中さ

れていた整経，糊付の準備工程を結合した機械織布工場における資本・賃労働

関係の実態は全面的には明らかにされていないが，以下に見る L、くつかの断片

的資料は，紡績工場において見たのと同様に，乙こでも資本の労働者に対する

指揮権の貫徹を確かめる ζ とができる。ヴィレノレメは，当時の織布工場を次の

ように措いた。「織機自身が仕事を行う機械制織布工場では労働者は，機

械を止めて切れた糸をつなぎ，再び機械を作動させる以外に何らの仕事もし起

第四表 力織機工場における織布工の賃金 (1834年目日賃金〕

機械織イp工

手 織 工

紡 績 工

ミュルーズく全t両性〉

lfr.50r.;...-..Jlfr.75c 

1 50 ~2 50 

200~300 

ノレ 7 〆

lfr.25c. (少年，婦人〉

1 5日........，2 25 

3 ~6C男子のみ〕

Vi1lerme， op. c仏， t. 1. p. 143 

い。さらに，機械織布は何らの筋力をも必要としないので，男性よりも婦人を

多く雇用する白である。JSO> 織布工中に占める婦人の数は明らかではないが，

30) Villermる，op. cit.， t. 1， p. 7 
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この叙述は手織布に必要とされた筋力と熟練が，力織機の場合は不必要となる

ことによって，婦人労働者が成人男子手織工を駆逐していることを示している o

機械織布工場における織布工の地位はかれらの低賃金にも表現される。第四

表は，かれらの賃金が紡績工に比べれば極端に低いことを示している。さらに，

ミュル ズの場合には不明瞭ではあるが，ノレーアンの機械キャリコ織には少年，

婦人工だけが挙げられておれかれらり数の優位が示きれるとともに，手織工

との賃金格差がより明瞭となっている。婦人，少年労働者による成人男子工の

代替と，その結果としての賃金低下が明らかである。

さらに，力織機が筋力と熟練を不要に LたFしでも，それは労働の軽減をも

たらしたのではない。というのは， r機械織布工は一台ではな〈二台の織機を

動かしたのであり，そして，かれはこの織機各一台で手織機の約二倍の仕事を

為したのであるJ8D という叙述に見られるように労働者からより多ぐの労働を

引き出す工夫がなされたのであり，力織j機はそのための手段となったのである。

この点にかんして， 1834年アンケートは興味深い資本家叩証言を含んでいる。

第14表英み仏機械制織布工場の生産性比較

労働者あたり織機数|労働者あたり生産高

イギリス 3~4台※ 62aunesj日

フランス 1~2 2日

※助手が 1人つ<， Enquete (183町 ，op. cit.， p. 4!H 

まず，イギリスとの聞に第14表に見られる生産力格差が存在しており，その原

因は次のように労働者の質にあるとされる。 rわれわれのところにはほとんど

り場合初心者しかおらず，かれらを教育するのには時聞がかかる。」叫 しかし

ながら織物資本家たちはこの状態に Hんじ亡し、たのではなし、。 rわれわれの労

働者がイギリスの労働者の熟練に達し，われわれの工場の諸費用がイギリ λ の

それと同じにまで低下したとき」には，イギリスとの対抗が可能であると考え

31) lbid 

3勾 Enquete(1834)， op. cit.， p. 492. 
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ていたのである叫。工場体制の「合理化」による労働強化こそがイギリスに対

抗する唯一の手段であり， しかもそれが可能であるとのフランス織物資本家の

確信があざやかに示されている。

以上，綿織物業における工場体制の確立は，労働者に対する専制的指揮権の

貫徹という点から見るならば， 182日年代半ばから急速に普及した)J織機によっ

てもたらされたζ とを見た。さらに，ここでもまた1 綿紡績工場の検討によっ

て明らかになったこと，すなわち， 1830年代フラ γスにおける労働者の貧困の

社会問題化は，工場体制確立の一つの現われであることを確認することができ

た。きて，この白地綿布生産を中心とする力織機工場の確立は，既存の問屋骨l

家内工業に対して如何なる影響を与えたのであろうかのまず第15表を見てみよ

れこの表は， 1830年

から50年代にかけての

力織機による手織布の

急速な駆逐を示してい

る。したがって長期的

に見れば，力織機工場

の確立は，一部の特殊

な部門を別にすれば，

問屋制家内工業の解体

に結果したと言える。

第15表 オ・ラン県における織機数の変動

年次|手織機台数|カ織機台数| 備 考

1806 I 1，903 

3，643 

18，0日O

1811 

1822 

1826 

1827 

1830 

1834 

1839 

1844 

1848 

1856 

最初白力織機導入

最初の力織機工場設立

22，077 

20，000 

31，0口日

脚

醐

蜘

醐

19，000 

手織機・カ織機同数

18，000 8，796 

しかしながら，第四Levy，op. cit.， pp. 92， 14!J-146 

表はいま つ別なことを表現している。すなわち.少な〈とも 30年代前半まで

は，力織機と千行して手織機も増大していることである。したがって，力織機

工場の確立は一挙に問屋市j家内工業の消滅を惹き起したのではないことに留意

しなければならない。 それは以下の理由からである。 まず 1820年代中頃から

の力織機の普及，工場体制の確立は.キャリコ等の白地綿布生産に限られてい

33) Ihid.， pp. 518. 620 
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たことである。第二に，紡績業の発展に伴う綿糸価格の低下は綿布価格の低下

に結果L，綿布需要を増大させ，これが綿織物の製品種類の増加となり，問屋

制家内工業そのものを拡大せしめたことである'"。第16表は， 1830年代におい

第16表 183C年代フランス綿織物業一覧

生産中心地 1生産物

l-回 li回 t，percales， 
mousse!皿e，

生産形態

|力織機工場

日間屋時]家内工業 者

力

一

働

工

喜
一
制
一
時

担
一
人
江
同

労
一
川
献
献

1
↑
同
|

ミュノレー- " 

ザント・ 7 リー・ 先染綿布 問屋制家内工業 20，000人
オ・ミーヌ

mguususmlurgs 田1hma〔m1〈s(a〔8，11188ns924eg年03atl竿年sBよo以よiりs降〉eりs〕〕
手手織織織工工元(雇雇主用用に15O5婦，，90O0O0人0O0〕人入人

サ γ ・カンタン 自地，先染綿布

場間力織摩農〉機制村家工田手場内50工織，O(業機050工台
国gm11n回gthhammosu，spsIeqlUm6eess，， eettcc 70300〔他日人県のを手含織む工〕

ルーアン 白地，先染綿布 65，000人

caJicot 

|弔iZJE
先染ル アン綿模

問屋都織制機市家，農内60工村，C業の∞手台(並織句 様織〉

タラ-)レ |問屋制家間 | 50，000人

mouss巴lines 手織機 20，日叩台

E，時叫te(1834)， opロt

て力織機工場と並んで，問屋市]家内工業がフランス各地に広範に存在した乙と

を示している。

この問屋制家内工業の構造は基本的には解明されているが，問屋織元と，賃

加工を行う手織士の次の関係は見落されてきた。レヴィは，アルザスの綿織物

業について，問屋織元と手織工の賞加工契約が，直接結ぼれる場合と，仲介が

入る場合とを区別し亡し、る船。また， 1834年貿易問題ァ γゥートはa ノルマン

34) Levy， o.ρ cit_. pp. 69-70， 127-130 

35) Ibid.， p. 154. 
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にディにおけるルーアン織の場合， 手織工への原料糸の供給が， 都市の手織

工対しては問屋から直接に，近隣の農村の手織工の場合には porteur ι呼ば

れる「前貸仲立人J36) により，さらに他県の場合には contremaitre または

COmml田lOnalre と呼ばれる仲介入や代理人が聞に入った Eきれている刊。 こ

の賃加工契約上の差異や，原料供給方法上の相違が問題となる。

一見すると問屋織元の支配力は，農村の手織工に対してよりも，都市の手織

工に対 Lてのほうがより強いようにも見える。しかし，実は全く逆であった。

サント・マリーや，ル アン目先染綿布，タラーノレのモスリン等の場合，都市

の手織工はより熟練してL、て流行品や高級品の生産にたずさわり，農村の手織

工は，低い加工賃で低級品を織っていたのである。例えばノレーァ γ織の場合，

次の上うに言われる。 rc問〕 都市の労働者が， どのようにして農村の労働者

との競争に耐えるととができるのかをp 説明 Lてレただけませんか。(答〕 都

市の労働者は，一般的により熟練しており，より監視しやすいので，われわれ

は，かれらに最も製作のむずかしい製品を委ね，農村の労働者に対してよりも

多〈を支払うのである。」聞 これは， 第17表のような加工賃格差として現象す

ることになる。

ここから，問屋織元と手 第17表ルーァ γ織の場合の加工賃格差

織工との関係は次のように 並ルーアン織工 |模様ノレーアン織工

総括することができる。織 1825~28 1fr.50c. 2fr.25c. 

，元資本にとって，高級品を
1829 1 25 1 75 2 00 

1830 90 1 25 
織らせるべき都市の手織工 1831~32 90~95 1 50~1 75 

は，熟練を基礎により独立 1833，，-，34 1 50 2 25 

的であり，直接の賃加工契
Villerrne， op. cit.， t. II， pp. 142-143. 

約に基づく管理が必要 Cあった乙と。他方，農村の手織工にかんしては，その

低賃金の利用こそが問題であり，低級品を委ね，製品管理は仲介業者中代理人

36) 服部.前掲書，毒伊品

37) Cf. Enquete (1884)， op.日九 p.254. 
38) Ibiι， p. 255. 
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にまかされたことである。

したがって，力織機工場の確立が問屋制家内工業に与えた影響もそれぞれ異

っていた。まず，力織機士場が確立したキャリコ等の白地綿布生産部門では，

問屋市l家内工業そりものが急速に衰退したが，それは，手織工たもの機械との

絶望的な競争を伴うものであった。また，並ノレーアン織のような熟練を必要と

しない単純製品を織る部門では，手織工たちは，機械化の脅威の下で，流行の

変動に対する災全弁であり，低加上賃を利用される存仕であるという面がより

強化されることになった。次の叙述は， ιれらの手織工たちの姿をあざやかに

示してし 1る。 r家族とともに自分の家で働4手織工の労働日は極端に長し、。

かれらは通常14~16時間，ときには17時間も織機に身をかがめている。

かれらの賃金が少なければそれだけ労働はより長いのであるけ山力織機

工場の確立は，その工場内での労働者に対する資本の専制的指揮権の貫徹を意

味しただけではなく，工場外の手織工たちの問屋織元に対する従属。強化をも

意味したのである。当時，多くの力織機工場主が問屋織元を兼ねたと言われる

が，その場合には，いま述べたことの持つ意味はより重要かっ明瞭である。

1830年代における手織工の貧困の一つの意味はこれである。

手織工の貧困のいま一つの問題は， ずィレノレメによって強調きれた，職人手

帳制度を利用した賃金前貸である刷。これは，手織工全体にかかわる問題では

なく，主に高級品を織る都市の手織工の問題であった。そして，この問題がと

りあげられ，解決策が提起されてくる背景には，次のような事態が存在した。

第18表は，先染綿布生産の一大中心地であり， ヴィレルメによれば手織工に対

する賃金前貸が最も盛んであったと百われる，サント・マリ一地l止において，

大織元の子に生産が集中していることを示し亡し、る。こり点にかかわって，賃

金前貸による手織工の引き抜きや，債務奴隷制的搾取の役割が変化していたこ

とが指摘されねばならない。 ずィレルメは次のように述べている。 r立派な

39) Vi1lerme， 0;ρ clt.，仁 II.pp. 85-86 

40) Cf. lbid.， t. 1L Chapter， V 
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第四表サント・マリー地区における経営規模別崎元数

5~9 

10 

8 

5~9 

1814 7 12 8 3 1 3 3 

(537) 93 

1 826 4 4 8 1 2 4 2 1 

服部，前掲書おら頁第79，80表より。

fabricant織元はこのような方法を拒否する。 しかし，多くの小企業家， とり

わけ，昨日まで労働者であり，今日 fabricantの肩書を得たばかりのもりがた

めらいもなく賃金前貸を行うのであ答。J~l)手織部門における織元層の分解，

大織元への生産の集中傾向の下で，小織元は債務奴隷制的拘束に頼らざるをえ

ず，逆に，大織元はそれを不要にし始めており，むしろ手織元の自由な移動を

こそ要求するようになっていたことを読みとることができる。 1830年代フラ y

スにおいて労働者の質問が社会問題化きれた際に，賃金前貸に基づ〈手織工の

貧困が，その重要なー要因としてとりあげられる原因はここに存在したのであ

る。

まとめ

以上， 1830年代フラ Yスにおける労働者の貧困の社会問題化を手がかりに，

綿工業を中心とする当時の工場体制の発展段階を検討し，逆に，そこから貧困

の社会問題化が持つ経済学的意味を考察してきた。そこで明らかになったのは

次のことである。

まず第一に，貧困の社会問題化は，産業革命の進展の中で工場体制が確立す

るとともに，それが全社会的に見ても確固たる地位を占めるに至ったことの現

れである。近代的な工場制度の下では，それまでの小生産者の自立性に代って，

4は) lbid.叩 t.!I， p. 129. 
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労働者は資本家に対して全面的に服従し資本の労働者に対する専制的指揮権

が貫徹した。とくに，婦人，児童の工場への雇用と，そこでのかれらの惨状は，

これを象徴的に示すものであった。さらに，工場体制の確立は，工場外の生産

者にも大きな影響を与えた。この典型が問屋制家内工業の下で賃加工を行う手

織士の貧困である。ここに， 1830年代における労働者の貧困の社会問題化の際

に， とりわけ，婦人，児童，手織工の貧困が，人びとの注目を集めた原因が示

されるのである O

しかしながら，第二に， 1830年代における工場体制UO)発展段階を考える際に

は，次のことが見落されてはならなし、。すなわち，資本の専制的指揮権の貫徹

という点から見た工場体制の確立は，当時最も進んでいたと考えられる綿紡績

工場においてさえも重大な制約を受けていたことである。紡績工が資本に対し

て半ば自立的な地伎を保も，農民や，ギノレド制下の職人に見られるような労働

のあり方と，そこで作られた労働習慣とが，部分的にせよ，士場に持ち込まれ

ていたのである。さらに，紡績工程におけるこの体制が，生産力発展を担って

きたにもかかわらず，次第に，その障害に転化しつつあったことが注目される。

ここに紡績資本家自身が，紡績工の権限の下にあった児童助手の惨状を問題に

し，その改善を提起してくる根拠があった。また，手織工の貧困の原因を賃金

前貸に求める考え方弘小織元の競争手段を奪い，手織工の流動性を強化しよ

うとする大織元資本の動向にそったものであったc したがって，労働者の貧困

の解決を歌い文句に，工場体制，産業構造を「合理化」しようとする綿工業資

本の動向，これこそが， 183日年代フランスにおける労働者の貧困の社会問題化

の第二の意味であった。

第三に，これまで述べてきたことからするならば，貧困解決策と Lて打ち出

されてくる児茸労働制限法，職人手帳制度改善法案の持つ意味は明瞭である。

前者は，一般的には，全ての工場に雇用される児童の年齢と，労働日とを古限

するものであり，フラ γスで最初の本格的な労働者保護法である。にもかかわ

らず，そり対象となったのは主に，綿紡績工場であり，その現実に照らして考
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えるならば，この法律は，成人労働の制限は全く問題にしないだけではなく，

逆に， リレ←制度を持ち込むことで長時間労働日を積極的に維持しようとする

ものであり，紡績工と児童助手との雇用・徒弟関係とも言うべき関係と，その

随伴物たる労働習慣を解体し，資本の労働者に対する専制的指揮権を貫徹しよ

うとするものである。したがって，言葉の真の意味での労働者の貧困を激化せ

しめるものである。同様に，職人手帳制度改善案もまた，一般的には，賃金前

貸に基づく債務奴隷制的搾取を排除しようとするものであるが，それは， )J織

機とり競争に暴され亡いる手織工の貧困状態に千をつけるものではなく，主と

して，高級品を織る手織工D流動性を高め，小織元の競争手段を奪い，資本の

集中を促進しようとする大問屋織元の要求にそったものだったのである。

さらに，第四に，労働者の貧困問題，お上びその解決策の背景に存在した工

場体制と産業構造の「合理化」への動向，これがイギリス Fの競争，対抗によ

って触発され，激化されてい石点に，イギリスに対する後発国フランスにおけ

る資本主義発展のー特質が存在していることである。それは，一般的に1834年

アンケートにおける綿業資本家自身の証言によって確認されるだけではなく，

児童労働制限法自体が，イギリス1833年法と，その結果としてのリレー制度，

およびイギロスにおける自動ミュール紡績機の実用化等の事実をふまえて提起

されている点で，より具体的に示きれるのである。

最後に，当時の綿工業を中心とする繊維産業労働者の状態についての詳細な

調査報告を行い，貧困の社会問題化そのものに大きな役割を果すとともに，児

童労働制限法，職人手帳制度改善法を提起したずィレルメの議論が帯びた歴史

的な意味を整理しておこう。かれの議論の特徴は，農民を基準に，労働者の貧

困を生活規律の喪失と，資本家と労働者との非人間的な関係において握把L，

しかも，自由競争と，新しい社会関係を前提にして，かつて存在したとする生

活規律，人間関係の回復が可能であるとし，そこから前記二法案を提起する点

にある。これは極めて道徳論的であわ，人道主義的主張であるかのように見え，

また， そのように理解されてきた。しかしながら，かれの主観的意図とは別に，
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かれの議論が，現実的，客観的に意味したものは，一般的には，新しい生活様

式と労働のあり方に合致した労働者像を打ち出すことであり，具体的には，綿

工業の現実をふまえて，二つの法案を提起する点で，産業構造と工場体制を合

理化しようとする綿業資本の動向にそったものになっていることである。

(1981年 1月19日〉


